
川崎市教育委員会と神奈川県警察との相互連携に係る協定書(案) 
 
 

川崎市教育委員会と神奈川県警察本部は、児童生徒の安全な生活と健全な成長のための相互連

携（以下「連携」といいます。) について、次のとおり協定を締結します。 

また、協定の運用に当たっては、この協定の目的を逸脱することなく、児童生徒の指導を行う

上で、真に連携が必要な場合に、相互に情報提供するものとします。 

 

(目的) 

第１条 この協定は、川崎市教育委員会と神奈川県警察本部が、相互に児童生徒の個人情報を提

供し、連携して児童生徒指導に活用することにより、児童生徒の健全育成、非行防止及び犯罪

被害防止を図ることを目的とします。 

 

(連携機関) 

第２条 この協定において、連携を行う機関(以下「連携機関」といいます。) は、次に掲げるものと

します。 

(1) 川崎市教育委員会及び川崎市教育委員会が所管する川崎市立学校(以下「教育委員会」とい

います。) 

(2) 神奈川県警察本部及び神奈川県内に所在する警察署(以下「警察」といいます。) 

 

(連携の内容) 

第３条 連携機関は、相互に児童生徒の個人情報を提供し、必要に応じて協議を行い、児童生徒

の健全育成、非行防止及び犯罪被害防止に努めます。 

 

(情報提供する事案) 

第４条 この協定により連携機関が相互に提供する情報は、次の事案に係るものとします。 

(1) 警察から教育委員会に提供する事案 

ア 児童生徒を逮捕又は身柄通告した事案 

イ 児童生徒の犯罪行為、不良行為のうち他の児童生徒に影響を及ぼすおそれのある事案 

ウ 児童生徒が犯罪行為、不良行為を繰り返している事案 

エ 児童生徒が犯罪の被害に遭うおそれのある事案 

オ 児童生徒の携帯電話やスマートフォン、インターネット等を使ってのトラブルに関する事案  

(2) 教育委員会から警察へ提供する事案 

ア 児童生徒の犯罪行為、不良行為に関する事案 

イ 犯罪行為として取り扱われるべきいじめ事案 

ウ 児童虐待に関する事案 

エ 児童生徒が犯罪の被害に遭うおそれのある事案 

オ 児童生徒の携帯電話やスマートフォン、インターネット等を使ってのトラブルに関する事案 

 

(相互に情報提供する内容) 

第５条 教育委員会と警察が相互に提供する情報は、次の内容とします。 

(1) 警察から教育委員会へ提供する内容 

ア 当該事案に係る児童生徒の氏名、学年・組、住所、生年月日、年齢、性別に関する内容 

イ 当該事案の概要に関する内容 

ウ 当該事案に係る関係当事者への連絡状況(保護者(法定代理人を含む。以下同じ。) への連

絡) に関する内容 



(2) 教育委員会から警察へ提供する内容 

ア 当該事案に係る児童生徒の氏名、学年・組、住所、生年月日、年齢、性別に関する内容 

イ 当該事案の概要に関する内容、現在までの学校の対応 

ウ 当該事案に係る関係当事者への連絡状況（保護者への連絡）に関する内容 

 

(連携の従事者及び方法) 

第６条 連携のための相互の情報提供は、教育委員会もしくは学校長、又は学校長が指定する者

及び警察署長又は警察署長が指定する者が書面をもって行います。ただし、児童生徒の生命、

身体又は財産に重大な被害が緊急に生じるおそれがあるときには情報提供した後、書面をもっ

て行います。 

 

(秘密の保持) 

第７条 連携機関は、相互に情報提供した内容について、次のとおり取扱うものとします。 

(1) 秘密の保持を徹底します。 

(2) 相互に情報提供した書面の保存期間は 1 年間（作成日の属する年度の翌年度末まで）とし、

保存期限を過ぎたものは確実に廃棄します。 

(3) 相互に情報提供した内容は、この協定の目的以外に利用したり、連携機関以外の者に提供し

たりしません。 

 

(連携機関の責務) 

第８条 この協定に係る連携を行うに当たっては、連携機関は次の事項に努めます。 

(1) 相互に提供する情報については、正確を期します。 

(2) 児童生徒への対応に当たっては、この協定の目的を踏まえ、教育効果及び健全育成に配慮し

た適正な措置を講じます。 

(3) 警察は、提供された情報を犯罪捜査に利用しません。 

(4) 教育委員会は、提供された情報を児童生徒の健全育成の目的以外に利用しません。 

(5) 教育委員会は、情報提供するに当たっては、保護者と連携して児童生徒の指導を積み重ねた上

で行います。 

 

(検証) 

第９条 連携機関は、この協定の運用状況について、毎年度検証し、その検証結果に応じて必要

な措置を講ずるものとします。 

 

(協議) 

第 10 条 この協定を円滑に実施するため、連携機関は必要に応じ、協議を行うことができます。 

 

(施行) 

第 11 条 この協定は、平成○○年○月○日から施行します。 

 

この協定の成立を証するため、この協定書を２通作成し、川崎市教育委員会教育長及び神奈川

県警察本部長が記名押印の上、各自その１通を保有します。 

 

平成○○年○月○日 

川崎市教育委員会 

教育長  渡 邊 直 美    印 

 

神奈川県警察 

本部長  松 本 光 弘    印 



別記様式（７関係）

児童・生徒の健全育成を推進する連絡票

発信年月日時 平成 年 月 日（ ） 時 分

学校・警察署

発 信 者 氏 名

電話

学校・警察署

受 信 者 氏 名

電話

氏 名

生 年 月 日 （ 歳）

児 童 ・ 生 徒

住 所

学 年 組

事 案 の 概 要

学校が行った

指 導

下記のとおり、学校に連絡する旨を伝えた。

通知月日時分 通 知 方 法 通 知 先 通知者階級・氏 名

月 日
口頭 電話

本 人
時 分

その他

関係当事者への （ ）

連 絡 状 況
月 日

口頭 電話 実父 実母

保護者
時 分

その他 その他

（ ） （ ）

備 考

※ 「関係当事者への連絡状況」の通知方法及び通知先欄は、該当する項目を○印で囲

むこと。その他、参考となる事項は備考欄に記入すること。（未通知の理由等）



〔様式１〕 

○○警察署長 様 

児童生徒の行動に関する相談票 

相談日   年  月  日   

 

担 当 

 

川崎市教育委員会      区・教育担当  

 

学校名 

  

校長名 

 

 

児童生徒氏名 

 学年 

・組 

 

   年   組

 

住 所 

 

 

生年月日 

 

    年   月   日 

 

年齢 

 

歳 

 

性別 

 

男・女 

 

 

事案の概要 

 

 

 

 

 

現在までの 

学校の対応 

（経緯・指導） 

 

 

 

関係当事者への

連 絡 状 況

 通知月日時分 通  知  方  法 
通 知 者 

職・氏名 

本 人  月 日 時 分 口頭 電話 その他（  ）  

保護者  月 日 時 分 口頭 電話 その他（  ）  



〔様式２〕 

○○警察署長 様 

児童生徒の行動に関する相談票 

相談日   年  月  日   

 

担 当 

 

 

 

学校名 

  

校長名 

 

 

児童生徒氏名 

 学年 

・組 

 

   年   組

 

住 所 

 

 

生年月日 

 

    年   月   日 

 

年齢 

 

歳 

 

性別 

 

男・女 

 

 

事案の概要 

 

 

 

 

 

現在までの 

学校の対応 

（経緯・指導） 

 

 

 

関係当事者への

連 絡 状 況

 通知月日時分 通  知  方  法 
通 知 者 

職・氏名 

本 人  月 日 時 分 口頭 電話 その他（  ）  

保護者  月 日 時 分 口頭 電話 その他（  ）  


